
事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

招
集
ご
通
知

2016/05/26 13:46:22 / 15174686_株式会社ミクニ_招集通知（Ｃ）

証券コード　7247
平成28年６月７日

株 主 各 位
東京都千代田区外神田六丁目13番11号

代表取締役社長 生 田 久 貴
第94回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第94回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいま
すようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）によって議決権を
行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、「議決権行
使等についてのご案内」（２～３頁）をご参照のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申
しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成28年６月28日（火曜日）午前10時(受付開始：午前９時）
２．場 所 東京都千代田区外神田六丁目13番11号

ミクニビル　２階　ミクニホール
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第94期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第94期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役２名選任の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、イン
ターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.mikuni.co.jp）に掲載させていただきま
す。

※株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
　何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

－ 1 －

株主各位
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議決権行使等についてのご案内
議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）

日 時 平成28年 6 月28日(火曜日)午前10時(受付開始：午前9時)
場 所 東京都千代田区外神田六丁目13番11号

ミクニビル　２階　ミクニホール
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

郵送で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函く
ださい。

行使期限 平成28年 6 月27日(月曜日)午後５時35分到着分まで
インターネットで議決権を行使される場合

パ ソ コ ン 、 ス マ ー ト フ ォ ン 又 は 携 帯 電 話 か ら 議 決 権 行 使 サ イ ト
（http://www.evote.jp/）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ロ
グインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご
入力ください。

行使期限 平成28年 6 月27日(月曜日)午後５時35分まで
① 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するた

め、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることと
なりますのでご了承ください。

② 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）

は株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料その他携帯
電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

－ 2 －

議決権行使等についてのご案内
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インターネットによる議決権行使の際の注意点

① インターネットと書面により、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決
権行使として取扱わせていただきます。

② インターネットによって、複数回、議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効な議決権行使と
して取扱わせていただきます。またパソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合
も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は株主様のご
負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料その他携帯電話利用による料金が必要に
なりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

④ インターネットによる議決権行使は、平成28年６月27日（月曜日）の午後５時35分まで受け付けいたします
が、お早めに行使していただきますようお願いいたします。
なお、ご不明な点等がございましたら下記ヘルプデスクへお問い合わせください。

議決権行使サイトについて

① インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo！
ケータイ）から、当社の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスしていただくこと
によってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取扱いを休止させていただきま
す。）

② パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されて
いる場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインタ
ーネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

③ 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo！ケータイのいずれかのサービスをご利用くださ
い。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対
応しておりません。

※「iモード」は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI株式会社、「Yahoo！」は米国Yahoo！Inc.の商標
又は登録商標です。

インターネットによる
議 決 権 行 使 に 関 す る
お 問 合 せ 先

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
電話０１２０―１７３―０２７（通話料無料）

受付時間 午前９時から午後９時まで

－ 3 －

議決権行使等についてのご案内
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（提供書面）

事　業　報　告
(平成27年 4 月 1 日から)平成28年 3 月31日まで

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及びその成果

当連結会計年度（平成27年４月１日～平成28年３月31日）におけるわが国経済は、景気浮揚
が期待されたものの個人消費の回復に力強さが欠け、国内景気は足踏み状態となっております。
海外においては、米国をはじめとした先進国経済は堅調に推移しましたが、中国、新興国経済が
減速し世界経済は緩やかな回復にとどまりました。

当グループにおきましては、それら外部環境変化を踏まえ、①自動車関連品事業での環境規制
強化を見据えた技術基盤の強化と戦略的投資、②中国及び一部国内での生産体制の構造改革、③
航空機部品輸入販売事業の拡大（子会社化した旭エアーサプライ(株)の新規連結）、④福祉介護
機器事業の再編（当社ライフ＆ケア事業を吸収分割により子会社へ統合）などを実施し、顧客ベ
ースの拡大を推進するとともに将来に向けた布石を打ってまいりました。

このような状況における当グループの売上高は、978億７千４百万円（前期比0.7% 減）とな
りました。損益につきましては、営業利益は、30億９千４百万円（前期比37.0% 減）、経常利
益は、30億４千６百万円（前期比29.6% 減）、親会社株主に帰属する当期純利益につきまして
は、製品保証引当金の計上などもあり12億６千９百万円（前期比57.6% 減）となりました。

なお、当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号平成25年
９月13日）等を適用し、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としておりま
す。

－ 4 －

事業の経過及びその成果
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（事業別の連結売上高、営業利益の状況について）

【自動車関連品事業】
四輪車・二輪車・汎用エンジン用燃料供給装置類やエンジン関連機能品類の製造販売を中心

とする当事業の売上高は、前期に比べて減少しました。四輪車用製品につきましては、中国に
おいて新規受注の拡大がありましたが、国内における軽自動車市場での需要回復が予想以上に
遅れ影響を受けました。二輪車用製品につきましては、中国及びインドネシアほか新興国市場
において需要低迷が続き、当期の新製品の立ち上げ効果（欧州向け大型二輪車用新製品等）、
米州向け船外機用製品需要増、インド市場でのキャブレター需要増などの好要因でカバーしき
れない結果となりました。

その結果、当事業の売上高は、600億６千４百万円（前期比5.3% 減）となり、営業損益に
つきましては、将来に向けた開発投資の強化などもあり25億３千７百万円（前期比37.7% 減）
の営業利益となりました。

【生活機器関連品事業】
ガス機器用制御機器類や水制御機器類などの製品の製造販売を中心とする当事業の売上高は、

前期に比べて減少しました。国内では消費増税後の回復遅れを受け、中国においては長引く不
動産市況の冷え込みの影響を受け給湯機、ガスコンロなど厨房器の需要が減少しました。その
ような中、中国市場では収益性重視の活動を展開するとともに欧米市場への拡販に取り組みま
した。

その結果、当事業の売上高は、74億２千８百万円（前期比2.6% 減）となり、営業損益につ
きましては、２億８千７百万円（前期比54.9% 増）の営業利益となりました。

【航空機部品輸入販売事業】
航空機部品類の売上高は、前期に比べて、主に民間航空機向けエンジン部品の受注が堅調に

推移したことに加え、新規連結子会社の売上高もあり増加しました。
その結果、当事業の売上高は、229億８千７百万円（前期比10.0% 増）となり、営業損益に

つきましては、国内販売契約が主に米ドル建であることから、急激に円安推移した前期と比較
し当期は、為替効果による営業利益の押し上げが抑制され、３億１千３百万円（前期比58.8% 
減）の営業利益となりました。

－ 5 －

事業の経過及びその成果
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【その他事業】
芝管理機械等の輸入販売、加湿器、福祉介護機器、車輌用暖房器等の製造販売を中心とする

当事業の売上高は、前期に比べて増加しました。芝管理機械等につきましては、ゴルフ場向け
需要が堅調に推移したことに加え、スポーツ施設からの大口受注により増加しました。福祉介
護機器につきましては、前期中に新規連結した子会社の売上高も加わり増加しました。車輌用
暖房器につきましては、観光バス向け需要が回復基調を維持し、前期並みとなりました。

その結果、当事業の売上高は、73億９千３百万円（前期比12.0% 増）となり、営業損益に
つきましては、４千３百万円の営業損失（前期は１億４百万円の営業損失）と改善しました。

以上をまとめた事業別の連結売上高、営業利益は次のとおりであります。
（単位：百万円）

第93期
(平成26/4～平成27/3)

第94期
(平成27/4～平成28/3) 売上高の増減 営業利益の増減

売上高 営業利益 売上高 営業利益 金額 比率 金額 比率

自動車関連品
事 業 63,397 4,071 60,064 2,537 △3,333 △5.3% △1,533 △37.7%

生活機器関連品
事 業 7,625 185 7,428 287 △196 △2.6% 101 54.9%

航空機部品輸入
販 売 事 業 20,896 761 22,987 313 2,091 10.0% △447 △58.8%

そ の 他
事 業 6,599 △104 7,393 △43 794 12.0% 60 －

合 計 98,518 4,913 97,874 3,094 △643 △0.7% △1,818 △37.0%

（注）１．表中の数値は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．当連結会計年度あるいは前連結会計年度の一方若しくは両方がマイナスの場合の増減率は

「―」としております。

－ 6 －
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⑵　設備投資の状況
当連結会計年度において当グループが実施した設備投資の総額は、54億３千４百万円でありま

す。
その内容は、新機種の生産設備、生産の合理化・増産対応、新製品の開発・基礎研究等であり

ます。

⑶　資金調達の状況
上記⑵の設備投資に要する資金につきましては、自己資金及び借入金で充当いたしました。
なお、当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行10行と総額62億円のコミット

メントライン契約（特定融資枠契約）を締結しております。
また、当連結会計年度において資金調達のための増資や社債発行はありません。

⑷　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑸　他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑹　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑺　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

－ 7 －
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⑻　直前３事業年度の財産及び損益の状況

区分 第91期
(平成24/４～平成25/３)

第92期
(平成25/４～平成26/３)

第93期
(平成26/４～平成27/３)

第94期
（当連結会計年度）
(平成27/４～平成28/３)

売 上 高 百万円 百万円 百万円 百万円
81,942 96,456 98,518 97,874

営 業 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円
2,262 4,323 4,913 3,094

経 常 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円
2,131 4,176 4,326 3,046

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

百万円 百万円 百万円 百万円
1,408 2,736 2,994 1,269

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

円 円 円 円
41.56 80.77 88.40 37.67

総 資 産 百万円 百万円 百万円 百万円
79,436 84,218 89,606 85,590

純 資 産 百万円 百万円 百万円 百万円
18,244 22,893 30,033 27,950

１ 株 当 た り 純 資 産 額 円 円 円 円
507.51 639.50 838.56 789.18

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純
資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

　　　２．第94期の１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数から「役員報
酬BIP信託」の信託口が保有する当社株式の数を控除しております。また、１株当たり純資産額
は、自己株式を控除した期末発行済株式総数から当該株式数を控除し算出しております。

　　　３．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等の適用により、
当連結会計年度より「当期純利益」の科目表示を「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更
しております。

－ 8 －

直前３事業年度の財産及び損益の状況
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⑼　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容

ミ ク ニ 　 パ ー テ ッ ク
株 式 会 社

百万円 ％ 内燃機関・車輌用等の機械器具、精密
機械器具及びそれら部品の金型設
計、製造販売480 100.0

ミ ク ニ 　 ア メ リ カ ン
コ ー ポ レ ー シ ョ ン

千米ドル 航空機部品の輸出及びその他機器の
輸入販売3,500 99.0

ミ ク ニ （ タ イ ラ ン ド ）
カンパニー　リミテッド

百万バーツ 四輪車用・二輪車用機器及び部品並び
に関連製品の製造販売420 82.1

ピ ー テ ィ ー 　 ミ ク ニ
イ ン ド ネ シ ア

千米ドル 四輪車用・二輪車用機器及び部品並び
に関連製品の製造販売15,000 96.4

上 海 三 国 精 密
機 械 有 限 公 司

千米ドル 四輪車用・二輪車用機器及び部品並び
に関連製品の製造販売、ヒータの製造
販売17,914 90.2

成 都 三 国 機 械
電 子 有 限 公 司

千米ドル 四輪車用・二輪車用機器及び部品並び
に関連製品の製造販売17,290 100.0

浙 江 三 国 精 密
機 電 有 限 公 司

百万円 ガス用立ち消え安全装置及びガス器
具用電池電磁弁の製造販売1,417 100.0

ミ ク ニ 　 イ ン デ ィ ア
プ ラ イ ベ ー ト
リ ミ テ ッ ド

千ルピー
1,300,000 100.0

四輪車用・二輪車用機器及び部品並び
に関連製品の製造販売

　　（注）ピーティー　ミクニ　インドネシア及びミクニ　インディア　プライベートリミテッドの出資
比率は、間接所有も含めております。

⑽　対処すべき課題
当グループを取り巻く経営環境は、国内においては政府及び日銀の政策によって景気が浮揚すると

期待されましたが、個人消費が一昨年の消費増税の影響から抜け出せず、国内景気は足踏み状態とな
っております。海外におきましては、中国経済の減速、資源価格の下落等により新興国経済が勢いを
失っています。一方で、米国をはじめとした先進国経済は堅調に推移しております。

このような経営環境において当グループは、次に示す基本戦略を推し進め、伸長する市場でのブラ
ンド・存在価値を高め、「ものづくり」を基軸とした持続可能な高収益企業を目指してまいります。

－ 9 －

重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題
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＜Vision 2023＞
2023年に迎える創立100周年を見据えた長期経営計画として、2013年にVision2023をスタート

させ、その1st stageの活動にて売り方/買い方/開発のやり方/作り方/管理の方法を変えることを軌
道に乗せました。これに続く３カ年中期経営計画をVision2023 2nd stageとして取りまとめ、
2016年4月から活動を開始しています。

この2nd stageでは、自動車関連品事業を取り巻く環境規制対応製品の開発強化を基軸に置き、生
活機器関連品事業・航空機部品輸入販売事業・その他事業を含め、以下テーマを具体的成果に結び付
けるために「突破力」のキーワードをもって活動してまいります。

＜基本戦略＞
①　開発戦略

・人的資源/研究開発設備等の増強を図り、コア技術の向上と技術プラットフォーム・　　　　　　　　　
モデルベースデザイン戦略の推進

・エンジニアリングサービス力の強化
・高応答/リアルタイム制御/オンデマンド化を付加価値とする戦略製品開発

②　顧客戦略
・グローバルでの顧客ベース拡大
・戦略製品の拡販

③　生産戦略
・IoTを活用した　ものづくりの革新

④　ポートフォリオ強化
・生活機器関連品事業におけるシステム製品展開
・福祉介護機器事業におけるシナジー効果の発揮
・商社事業における新規市場開拓

⑤　活動のベース
・「安全と品質」にこだわる

　この基本戦略を推し進めるには、積極的な戦略投資の継続と財務体質の強化が重要であると認識し
ております。こうした課題を踏まえ、当グループは、次に示すことについてグループ一丸となって取
り組んでまいります。
　　・コーポレート・ガバナンスの充実、内部統制の維持向上
　　・戦略的思考の醸成と実施
　　・経済情勢のみならず、技術トレンドのグローバル視点からの把握等、企業を取り巻く様々な環境の変化を
　　　的確に捉え、リスクマネジメントや耐力強化のための諸施策の実施
　　・事業のさらなるグローバル化に対処するための組織力強化や諸施策の実施
　　・企業の社会的責任である環境への配慮と地域貢献
　　・上記の点などについて総合的に企画・対応できる優れた人財の登用と育成

－ 10 －

対処すべき課題
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⑾　主要な事業内容（平成28年３月31日現在）
事 業 区 分 主 要 な 製 品 ・ 事 業 内 容

自 動 車 関 連 品 事 業

スロットルボデー、ディスチャージポンプ、センサ類、二輪車用気化
器、汎用気化器、気化器部品類、ダイカスト製品類、樹脂インテークマ
ニホールド、セカンドエアバルブ、可変バルブタイミングシステム、オ
イルポンプ、バキュームポンプ、ウォーターポンプ、樹脂燃料ポンプ、
燃料ポンプ、電動オイルポンプ、電動バキュームポンプ、アクティブペ
ダル、電制排気バルブ、冷却水制御バルブ

生 活 機 器 関 連 品 事 業 ガス用立ち消え安全装置、電磁弁、ガス用電動開閉弁、ガス用流量制御
弁

航 空 機 部 品 輸 入 販 売 事 業 航空宇宙用機器・部品・素材・附属品、地上設備等

そ の 他 事 業

バス用ヒータ、建設機械用ヒータ、小型温気ヒータ、加湿器、芝刈機、
芝管理機械、ゴルフカート、ゴルフ場整備機械、
福祉介護機器、空気洗浄機、携帯用加湿器、身障者用運転補助装置他関
連製品、介護車用車椅子リフト他関連製品、教習車用補助ブレーキ他関
連製品、不動産管理等

⑿　主要な営業所及び工場（平成28年３月31日現在）
①　当社の主要な事業所及び工場

名 称 所 在 地
本社 東京都千代田区
事業所及び工場 神奈川県小田原市、静岡県菊川市、岩手県滝沢市

②　主要な子会社
名 称 所 在 地

ミクニ　パーテック株式会社 静岡県牧之原市
ミクニ　アメリカン　コーポレーション 米国　カリフォルニア州
ミクニ（タイランド）カンパニー　リミテッド タイ国　アユタヤ
ピーティー　ミクニ　インドネシア インドネシア国　ブカシ
上海三国精密機械有限公司 中華人民共和国　上海市
成都三国機械電子有限公司 中華人民共和国　四川省
浙江三国精密機電有限公司 中華人民共和国　浙江省
ミクニ　インディア　プライベート　リミテッド インド国　ラジャスタン州

－ 11 －

主要な事業内容、主要な営業所及び工場
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⒀　使用人の状況（平成28年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

5,587（1,589）名 158名減（137名減）

（注）１．使用人数は就業人員（当グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当グルー
プへの出向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの
派遣社員）は、年間の平均人員を（　）内に外数で記載しております。

　　　２．臨時雇用者数の減少は、主に中国の現地法人における減員によるものであります。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,586（391）名 21名減（10名増） 42.5歳 19.3年

（注）使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除いております。）であり、臨時雇用者数（パー
トタイマー、人材会社からの派遣社員）は、年間の平均人員を（　）内に外数で記載しております。

⒁　主要な借入先の状況（平成28年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 5,808百万円

株 式 会 社 横 浜 銀 行 4,106

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 4,083

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 3,254

株 式 会 社 岩 手 銀 行 3,049

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,676

⒂　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 12 －

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項
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２．会社の株式に関する事項（平成28年３月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 110,000,000株
⑵　発行済株式の総数 34,049,423株（自己株式182,228株を含む。）
⑶　株主数 4,235名
⑷　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
あ い お い ニ ッ セ イ 同 和 損 害 保 険 株 式 会 社 1,906千株 5.62％
株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,678 4.95
株 式 会 社 横 浜 銀 行 1,678 4.95
風 の 会 持 株 会 1,459 4.31
株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 1,138 3.36
ミ ク ニ 総 業 株 式 会 社 1,016 2.99
生 田 允 紀 1,010 2.98
ス ズ キ 株 式 会 社 1,007 2.97
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 964 2.84
む つ き 持 株 会 706 2.08

（注）１．持株比率は、自己株式（182,228株）を控除して計算しております。
２．持株比率は、「役員報酬BIP信託」の信託口が保有する244,500株を含めて計算しております。
３．「役員報酬BIP信託」の信託口が保有する株式は、自己株式に含めておりません。
４．持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

⑸　その他株式に関する重要な事項
当社は、平成27年5月25日開催の取締役会及び平成27年6月26日開催の第93回定時株主総会
において、役員向け株式報酬制度「役員報酬BIP信託」の導入を決議しました。
平成28年3月31日現在「役員報酬BIP信託」の信託口が保有する当社株式は244,500株です。

３．会社の新株予約権等に関する事項
⑴　当事業年度末日における新株予約権等の状況

該当事項はありません。

⑵　当事業年度中に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

⑶　その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 13 －

会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項
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４．会社役員に関する事項
⑴　取締役及び監査役の状況（平成28年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 生 田 允 紀 CEO（最高経営責任者）

代 表 取 締 役 社 長 生 田 久 貴 COO（最高執行責任者）

常 務 取 締 役 佐 　 倉 　 準 之 助
常務執行役員　CMO（最高マーケティング責任
者）、アセアン・インド地域戦略担当、生活機器事
業部担当、コンプライアンス委員会委員長

常 務 取 締 役 浅 井 俊 郎
常務執行役員　CPO（最高生産責任者）、CQO（最
高品質責任者）、品質戦略担当、中華圏地域戦略担
当、ものづくり戦略担当、リスク管理委員会委員長
三国（上海）企業管理有限公司董事長

取 締 役 林 田 正 弘 常務執行役員　CTO（最高技術責任者）、欧米地域
戦略担当、開発戦略推進担当、開発品質担当

取 締 役 金 田 光 司
執行役員　CFO（最高財務責任者）、人事戦略担
当、商社事業担当、新事業担当補佐、経営企画・管
理本部長、カンパニーチェアマン

取 締 役 髙 島 正 之 横浜港埠頭株式会社　代表取締役社長
三菱製鋼株式会社　社外取締役

常 勤 監 査 役 森 田 　 一

常 勤 監 査 役 津 村 和 孝 株式会社神奈川銀行　社外監査役

監 査 役 宮 島 　 司
ヒューリック株式会社　社外取締役、大日本印刷株
式会社　社外取締役、三井住友海上火災保険株式会
社　社外取締役

監 査 役 山 内 純 子 株式会社宮崎銀行　社外取締役

（注）１．取締役髙島正之氏は、社外取締役であります。
当社は、取締役髙島正之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所
に届け出ております。平成28年3月31日取締役髙島正之氏は、横浜港埠頭株式会社の代表取締
役社長を退任いたしました。

２．常勤監査役津村和孝氏及び監査役宮島　司氏並びに山内純子氏は、社外監査役であります。
３．常勤監査役森田　一氏は、金融機関での永年の勤務経験及び当社の財務業務の経験を通じて、

財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
４．当社は、常勤監査役森田　一氏との間で、当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金
１百万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。

－ 14 －

会社役員に関する事項
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５．平成28年４月１日付で取締役の担当を次のとおり変更しております。
氏 名 新 役 職 及 び 担 当 旧 役 職 及 び 担 当

佐　倉　準之助

常務取締役 常務執行役員
CMO（最高マーケティング責任
者）アセアン・インド地域戦略
担当、事業開発本部担当、
コンプライアンス委員会委員長

常務取締役 常務執行役員
CMO（最高マーケティング責任
者）アセアン・インド地域戦略
担当、生活機器事業部担当、
コンプライアンス委員会委員長

⑵　当事業年度中の取締役及び監査役の異動
①　就任

平成27年６月26日開催の第93回定時株主総会において、森田　一氏、山内純子氏が監査役に
選任され、就任いたしました。

②　退任
平成27年６月26日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって、監査役阿部　生氏は任期満
了により退任し、監査役浜辺義男氏は辞任により退任いたしました。取締役中川勝弘氏は、平
成27年11月24日辞任により退任いたしました。

⑶　取締役及び監査役に支払った報酬等の総額
区 分 員 数 報 酬 等 の 総 額

取 締 役 8名 334百万円

監 査 役 6 36

合 計 14 371

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．上記報酬額は、平成27年６月26日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって退任した監査

役１名及び平成27年６月26日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって辞任した社外監査
役１名並びに平成27年11月24日辞任した社外取締役１名の在任中の報酬が含まれております。

３．当事業年度末現在の取締役は７名（うち社外取締役は１名）、監査役は４名（うち社外監査役
は３名）であります。なお、上記の取締役及び監査役の員数と相違しておりますのは、平成27
年６月26日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役１名及び平成27年６
月26日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって辞任した社外監査役１名並びに平成27年
11月24日辞任した社外取締役１名が含まれているためであります。

４．上記報酬額のうち、社外取締役及び社外監査役に対する報酬等の総額は、６名で27百万円であ
ります。

５．取締役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第84回定時株主総会において年額500百万
円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

６．監査役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第84回定時株主総会において年額72百万円
以内と決議いただいております。

－ 15 －

会社役員に関する事項



2016/05/26 13:46:22 / 15174686_株式会社ミクニ_招集通知（Ｃ）

⑷　社外役員に関する事項
①　他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役髙島正之氏は、横浜港埠頭株式会社の代表取締役社長であります。
当社は、横浜港埠頭株式会社との間には特別な関係はありません。

②　他の法人等の社外役員等としての重要な兼任の状況及び当社と当該他の法人等との関係
取締役髙島正之氏は、三菱製鋼株式会社の社外取締役であります。
当社は、三菱製鋼株式会社との間には特別な関係はありません。
常勤監査役津村和孝氏は、株式会社神奈川銀行の社外監査役であります。
当社は、株式会社神奈川銀行との間には特別な関係はありません。
監査役宮島　司氏は、ヒューリック株式会社、大日本印刷株式会社、三井住友海上火災保険

株式会社の社外取締役であります。
当社は、ヒューリック株式会社、大日本印刷株式会社、三井住友海上火災保険株式会社との

間には特別な関係はありません。
監査役山内純子氏は、株式会社宮崎銀行の社外取締役であります。
当社は、株式会社宮崎銀行との間には特別な関係はありません。

③　当事業年度における主な活動状況
イ．取締役会及び監査役会への出席状況

取 締 役 会 （ 1 6 回 開 催 ） 監 査 役 会 （ 1 2 回 開 催 ）
出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 髙 島 正 之 16回 100.0％ ― ―
取 締 役 中 川 勝 弘 2 18.1 ― ―
常 勤 監 査 役 津 村 和 孝 15 93.7 12回 100.0％
監 査 役 宮 島 　 司 15 93.7 10 83.3
監 査 役 山 内 純 子 13 100.0 10 100.0

（注）１．取締役中川勝弘氏は、平成27年11月24日辞任いたしました。なお、在任期間中の取締役
会の開催回数は11回であります。

２．監査役山内純子氏は、平成27年６月26日開催の第93回定時株主総会において選任された
ため、取締役会及び監査役会の開催回数が他の社外役員と異なります。なお、就任後の取
締役会の開催回数は13回、監査役会の開催回数は10回であります。

－ 16 －
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ロ．取締役会等における発言状況
取締役髙島正之氏及び中川勝弘氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており

ます。常勤監査役津村和孝氏は、過去に金融機関の取締役及び監査役の経験があり、他社に
おいて社外監査役の実績を有しております。監査役宮島　司氏は、弁護士の資格を持ち、法
的な専門知識を有するほか、他社において社外取締役の実績を有しております。監査役山内
純子氏は、他社において社外取締役の実績があり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識
を有しております。このような経験・知見をもとに各取締役及び各監査役は、それぞれ取締
役会において疑問点を明らかにするため適宜質問し意見を述べるとともに、意思決定の妥当
性・適正性・適法性を確保するための発言を行っております。また、各監査役は、監査役会
においても監査に関する重要事項の協議や監査結果について意見交換等を行っております。
さらに各取締役及び各監査役は代表取締役等との間で定期的な意見交換等も行っております。

④　責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、現行定款第28条にお

いて同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これに
より当社と社外取締役との間で、責任限定契約を締結しております。

取締役髙島正之氏の当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金１百万円以上であらかじめ定
めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。

当社は、社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、現行定款第34条にお
いて同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これに
より当社と社外監査役との間で、責任限定契約を締結しております。

常勤監査役津村和孝氏及び監査役宮島　司氏並びに山内純子氏の当該契約に基づく賠償責任
の限度額は、金１百万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額と
しております。

－ 17 －
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５．会計監査人に関する事項
⑴　名称　　　　　　　　　　監査法人日本橋事務所

⑵　報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 21百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額 21

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度
に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社の重要な子会社のうち、ミクニ　アメリカン　コーポレーション、ミクニ（タイランド）
カンパニー　リミテッド、ピーティー　ミクニ　インドネシア、上海三国精密機械有限公司、
成都三国機械電子有限公司、浙江三国精密機電有限公司、ミクニ　インディア　プライベート
リミテッドは、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

３．監査役会は、日本監査役協会公表の「会計監査人との連携に関する実務指針」を参考とし、取
締役が当該監査人に対する報酬について相当であると判断した事由を基に、会計監査人の監査
計画の範囲及び内容、職務の遂行状況等、必要事項の確認及び検証を行い、当事業年度の報酬
額の見積もりの妥当性を検証した結果、同報酬について会社法第399条第１項に基づく同意を
行っております。

⑶　非監査業務の内容
該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、

会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場

合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役
会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。

⑸　責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

－ 18 －
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用に関する事項
当社は、平成27年4月27日開催の取締役会において、平成27年5月1日施行の改正会社法及び改

正会社法施行規則の改正内容に基づき、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の
一部改定を決議いたしました。改定後の内容は以下のとおりであります。

【業務の適正を確保するための体制の概要】
（１）当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　① 当社の取締役は、法令遵守は当然のこととして、社会の構成員としての企業人・社会人とし
て求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動し、社会的に公正且つ適法な事業活動を実
践し、その経営にあたる。

　② 当社の取締役は、この実践のため、「経営方針」「行動指針」及び取締役会で承認した「コ
ンプライアンス行動規範」に従い、当社のみならずグループ全体における法令及び企業倫理
を自ら率先して遵守する。

　③ 当社の取締役会における重要な経営の意思決定に際しては、可能な限りの合理的な情報収
集・調査・検討を行い、十分な議論を尽くしたうえで合理的な判断のもと意思決定を行うも
のとする。

（２）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役は、取締役会・執行役員会等、重要な意思決定に係る議事、決裁及びその他重要
な書類等については法令の定めに則る他、文書管理規程等の社内規程に基づき、情報の適正な
保存及び管理を行うものとする。

（３）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　① 当社の取締役は、企業を取り巻くリスクに対処すべく、リスク管理体制の実践的な構築を行

うものとする。
　② 当社の取締役・執行役員で構成される「リスク管理委員会」は、各種規程類やマニュアル等

の整備を行い、取締役会の承認のもと、リスク管理体制を推進する。各本部・事業部・カン
パニーの個別のリスクに対しては、各種規程類やマニュアル等に従い各本部・事業部・カン
パニーが管理を行うものとする。

　③ 上記の他、海外危機、巨大地震、情報セキュリティに係るリスクに対しては個別の小委員会
を設置し、各小委員会で詳細な管理を行うものとする。なお、会社に重大な影響を与える危
機の発生に際しては危機管理規程に基づき行動する。

－ 19 －
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（４）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　① 当社の取締役会は、原則月１回以上開催するものとし、経営上の意思決定・監督機能を基本

的役割として、経営環境の変化に対し、可能な限りの合理的な情報収集・調査・検討を行い、
十分な議論を尽くしたうえで合理的な判断のもと迅速且つ的確に対応すべく意思決定を行う
ものとする。

　② 当社は執行役員制度を採用し、執行役員への権限委譲により、迅速な業務執行を行うものと
する。

　③ 当社の執行役員会は、定期的に、予算制度に従って各本部・事業部・カンパニー毎の業務の
執行状況の確認を行うものとする。

（５）当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　① 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「経営方針」

「行動指針」「コンプライアンス行動規範」及び取締役・執行役員を構成員とする「コンプ
ライアンス委員会」にて整備した各種規程類、行動規範、マニュアル等の実践的運用と徹底
を、研修会等を通して、継続的に行うものとする。

　② 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合されているか及び上記の施策が適切に運
営されているかを内部監査を通して監視を行うものとする。

　③ 法令遵守に関する疑義のある行為等について、当社の使用人が直接通報を行う手段を確保す
るものとして、社外の弁護士に通報できる内部通報システム（ミクニヘルプライン）を設置・
運営し、不祥事を未然に防止するように努める。この場合、通報者の希望により匿名性を保
障するとともに通報者に不利益がないことを確保する。

（６）当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．子会社の取締役等の業務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　① 当社が定めるグループ会社管理規程及びグループ会社報告要領において、グループ会社の月

次業績報告、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける。
　② 当社は、当社及びグループ会社の取締役等が出席する会議を定期的に開催し、グループ会社

に対し当該会議における報告を義務づける。
　③ 当社は、グループ会社を管轄する地域戦略担当役員及びグループ会社の担当役員を定めグル

ープ会社において重要な事象が発生した場合には、適宜当社への報告を義務づける。
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ロ．子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
　① 当社は、グループ全体のリスク管理について定める危機管理規程を策定し、グループ全体の

リスクを網羅的・統括的に管理する。
　② 当社は、グループ会社のリスク管理を担当する機関としてリスク管理委員会を設置し、グル

ープ全体のリスクマネジメント推進にかかわる課題・対応策を審議する。
　③ 当社は、不測の事態や危機の発生時に危機管理規程に基づき危機管理対策本部を設置し、グ

ループ会社の事業の継続を図るため、応急対応策を策定し、グループ会社との連携を図る。

ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、グループ会社の独立性を尊重しつつ企業単位の事業計画の立案、遂行及びその他意思
決定の権限を一部委譲し、職務の執行を効率的に行う体制を構築させる。

二．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制

　① グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ため、「経営方針」「行動指針」及び各種規程類、行動規範、マニュアル等の実践的運用と
徹底を継続的に行うものとする。

　② グループ会社においては、各グループ会社に規模や業態等及び所在国法令に基づき適正数の
監査役を配置する。

　③ 当社は、各グループ会社に対し、「内部統制体制の構築と運営」を役割と定め、その支援を
行うとともに、当社の内部監査部門は、内部監査規程、内部統制監査規程、グループ会社管
理規程に基づき、定期あるいは臨時にグループ会社に対する内部監査を実施する。

ホ．その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　① グループ会社の企業集団としての業務の適正と効率性を確保するためのグループ会社管理

規程に基づき、定期的に、グループ会社各社の業務の効率性の確認を行うとともに、コンプ
ライアンス及びリスク管理についてグループ全体で取り組み、業務の適正の確保をする。

　② 取締役・執行役員は、グループ会社が適切な内部統制システムの整備を行うように指導す
る。

　③ その他、グループ会社の業務の適正を確保するために、「経営トップ診断」「グローバル経
営会議」等を実施し、今後も充実をさせていくものとする。
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（７）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項

　① 監査役の監査業務を補助する使用人として、秘書室内に事務局として担当者を置く。
　② 事務局の担当者は、監査役の指示に従いその職務を行うものとする。
　③ 監査役が必要とするときは、内部監査部門並びに関係部署に補助・連携を求めることができ

るものとする。

（８）前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実
効性の確保に関する事項

　① 監査役の監査業務を補助する事務局の担当者の任命及び人事異動等については監査役会の
同意に基づくものとする。

　② 当社の監査役の職務を補助すべき使用人は、毎月開催される監査役会に出席すること並びに
監査役の指揮命令に従うこととする。

　③ 当社の監査役の職務を補助すべき使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係
る業務を優先するものとする。

（９）当社の監査役への報告に関する体制
イ．当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
　① 取締役及び使用人は、監査役に対し、法定事項を報告するのみならず、代表取締役と監査役

会が適宜協議し合意した報告事項についても、継続的に報告するものとする。
　② 内部監査部門の監査結果については、監査役に報告をする。

ロ．子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた
者が当社の監査役に報告をするための体制

　① グループ会社の役職員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められた
ときは、速やかに適切な報告を行う。

　② グループ会社の役職員は、法令等の違反行為等、当社又はグループ会社に著しい損害を及ぼ
すおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の監査役に対して報告を行う。

　③ 当社内部監査部門は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、グループ会社における
内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。

－ 22 －
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（10）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制
当社は、監査役へ報告を行ったグループ会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由とし
て不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨をグループ会社の役職員に周知する。

（11）当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたとき
は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債
務を処理する。

（12）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役及び社外取締役との情報・意見交換の場として、「意見交換会」を定期的に開催し、
監査機能の向上を図るものとする。

【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】
１．取締役の職務の適正性及び効率性の確保に関する取り組み状況

・取締役会は取締役７名（内社外取締役１名）で構成され、監査役４名の出席のもと、業務執
行取締役等から業務執行状況について報告が行われるとともに、経営方針及び経営戦略に係る
重要事項等について、合理的な判断のもと、迅速且つ的確に審議・決議を行っております。
・取締役・執行役員等で構成される「コンプライアンス委員会」及び「リスク管理委員会」を
設置しており、当該委員会は当社及び子会社から成る企業集団におけるコンプライアンス並び
に損失の危険に関する事項について所管し、教育も含めた適切な管理と対応を行っております。

２．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正の確保に関する取り組み状況
・取締役、執行役員等がグループ会社の取締役等に就任し、グループ会社の業務の執行が効率
的かつ適正に行われていることを監督しております。
・また、内部監査部門が監査計画に基づき、当社並びにグループ会社の内部監査を実施し、業
務の適正性を確保する取り組みを行っております。

３．監査役監査の実効性の確保に対する取り組み状況
・監査役会は、社外監査役３名を含む監査役４名で構成されております。監査役会は原則毎月
開催され、監査に関する重要な報告並びに協議、決議を行っております。
・監査役は取締役会、執行役員会、その他の重要な会議等に出席し、更には代表取締役、社外
取締役、会計監査人並びに内部監査部門との定期的な情報交換を行うことで、職務執行の状況
等について監査を行っております。

－ 23 －
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成28年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金　　額 科 目 金　　額

（ 資 　  産 　  の 　  部 ） （ 負 　  債 　  の 　  部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
リ ー ス 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

39,423
5,671

18,202
943

7,400
2,518
1,188
1,072
2,515
△90

46,167
36,194
10,263
8,506
1,786

12,050
985

2,602
976

5
970

8,996
5,133
1,711
2,350
△200

流 動 負 債 37,001
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 11,380
短 期 借 入 金 15,004
１年内返済予定長期借入金 3,819
リ ー ス 債 務 455
未 払 金 及 び 未 払 費 用 3,581
未 払 法 人 税 等 167
賞 与 引 当 金 1,293
製 品 保 証 引 当 金 878
そ の 他 420

固 定 負 債 20,638
長 期 借 入 金 10,777
リ ー ス 債 務 463
繰 延 税 金 負 債 881
再評価に係る繰延税金負債 2,258
退 職 給 付 に 係 る 負 債 5,737
役員報酬BIP信託引当金 15
資 産 除 去 債 務 5
そ の 他 497

負 債 合 計 57,639
（ 純  資  産  の  部 ）
株 主 資 本 17,934
資 本 金 2,215
資 本 剰 余 金 1,700
利 益 剰 余 金 14,204
自 己 株 式 △186

その他の包括利益累計額 8,600
その他有価証券評価差額金 1,806
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △1
土 地 再 評 価 差 額 金 5,273
為 替 換 算 調 整 勘 定 2,217
退職給付に係る調整累計額 △695

非 支 配 株 主 持 分 1,416
純 資 産 合 計 27,950

資 産 合 計 85,590 負 債 及 び 純 資 産 合 計 85,590

－ 24 －
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連 結 損 益 計 算 書
(平成27年 4 月 1 日から)平成28年 3 月31日まで

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 97,874
売 上 原 価 84,051

売 上 総 利 益 13,822
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,727

営 業 利 益 3,094
営 業 外 収 益 575

受 取 利 息 ・ 配 当 金 149
賃 貸 収 入 119
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 58
そ の 他 247

営 業 外 費 用 623
支 払 利 息 446
為 替 差 損 26
そ の 他 150
経 常 利 益 3,046

特 別 利 益 135
固 定 資 産 売 却 益 30
投 資 有 価 証 券 売 却 益 105
そ の 他 0

特 別 損 失 1,148
固 定 資 産 売 却 等 損 失 55
減 損 損 失 148
製 品 保 証 引 当 金 繰 入 額 802
特 別 退 職 金 120
そ の 他 21

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,033
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 841
法 人 税 等 調 整 額 △239
当 期 純 利 益 1,431
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 161
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,269

－ 25 －
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連結株主資本等変動計算書
(平成27年 4 月 1 日から)平成28年 3 月31日まで

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

平 成 2 7 年 ４ 月 1 日
期 首 残 高 2,215 1,700 13,442 △54 17,303

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △508 △508
親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益 1,269 1,269

自 己 株 式 の 取 得 △131 △131

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － － 761 △131 630

平 成 2 8 年 ３ 月 3 1 日
期 末 残 高 2,215 1,700 14,204 △186 17,934

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主
持 分

純 資 産
合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に
係る調整累
計 額

その他の包
括利益累計
額 合 計

平 成 2 7 年 ４ 月 １ 日
期 首 残 高 2,565 9 5,154 3,825 △456 11,097 1,633 30,033

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △508
親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益 1,269

自 己 株 式 の 取 得 △131

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額） △758 △11 119 △1,608 △238 △2,496 △216 △2,713

連結会計年度中の変動額合計 △758 △11 119 △1,608 △238 △2,496 △216 △2,083

平 成 2 8 年 ３ 月 3 1 日
期 末 残 高 1,806 △1 5,273 2,217 △695 8,600 1,416 27,950

－ 26 －
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

⑴　連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の状況

・連結子会社等の数　　　　　　　15社
・主要な連結子会社の名称　　　　ミクニ　アメリカン　コーポレーション

ミクニ（タイランド）カンパニー　リミテッド
なお、当連結会計年度において、旭エアーサプライ株式会社の株式を
新たに取得したことにより、連結の範囲に含めております。

②　非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称　　　ミクニ・アール・ケイ精密株式会社
・連結の範囲から除いた理由　　　非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれ
も連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外
しております。

⑵　持分法の適用に関する事項
①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法適用の非連結子会社数　　２社
・主要な会社等の名称　　　　　　ミクニ・アール・ケイ精密株式会社
・持分法適用の関連会社数　　　　０社

②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
・主要な会社等の名称　　　　　　シャトル工業株式会社
・持分法を適用しない理由　　　　各社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影
響が軽微であり、かつ重要性がないため持分法の適用範囲から除外し
ております。

③　持分法適用手続きに関する特記事項
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る計算書類

を使用しております。
⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、ミクニ　アメリカン　コーポレーション、ミクニ　ヨーロッパ　ゲーエムベーハー、
コービン　プロパティーズ　アイエヌシー、成都三国機械電子有限公司、ミクニ　タイワン　コーポレーシ
ョン、ミクニ（タイランド）カンパニー　リミテッド、天津三国有限公司、上海三国精密機械有限公司、浙
江三国精密機電有限公司、ミクニ　メヒカーナ　エス・エー・デ・シー・ブイ、ピーティー　ミクニ　イン
ドネシア、株式会社ニッシン自動車工業及び、旭エアーサプライ株式会社の決算日は12月31日であります。

－ 27 －
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連結計算書類の作成に当たっては同決算期現在の計算書類を使用しております。但し、１月１日から連結
決算期３月31日までの期間に発生した重要な取引につきましては、連結上必要な調整を行っております。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
その他有価証券

時価のあるもの　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの　　　　主として移動平均法に基づく原価法を採用しております。
ロ．デリバティブ　　　　　　時価法によっております。但し、特例処理の要件を満たす金利スワップ取

引については時価評価せず、その金銭の受払の純額等を当該資産又は負債
に係る利息に加減して処理しております。

ハ．たな卸資産　　　　　　　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿
価切り下げの方法により算定）を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産

（リース資産を除く）
当社の建物及び在外連結子会社の保有する有形固定資産は定額法を、その
他の有形固定資産は定率法を採用しております。
（但し、その他の有形固定資産のうち、国内連結子会社の平成10年４月１
日以降に取得した建物については、定額法によっております。）
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　建物及び構築物　　　　　15～50年
　機械装置及び運搬具　　　５～13年
また、当社及び国内連結子会社は、平成19年３月31日以前に取得したも
のについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等
償却する方法によっております。

ロ．無形固定資産
（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定額法を、在外連結子会社は所在地国の会計基
準の規定に基づく定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（主
に５年）に基づいております。

ハ．リース資産　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。

－ 28 －
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③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
また、在外連結子会社は主として特定の債権について、回収不能見込額を
計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　　　当社、国内連結子会社及び一部の在外連結子会社は、従業員に対して支給
する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

ハ．製品保証引当金　　　　　当社及び一部の連結子会社は、得意先との補償契約に基づく製品の将来の
補償費用の支出に備えるため、当連結会計年度の発生状況と過去の実績等
を考慮した金額を計上しております。

ニ．役員報酬BIP信託引当金 　役員への株式交付に充てるため、将来の株式交付見込数に基づき見積額を
計上しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法
　イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの
期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

　　　ロ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（主として15年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（主として15年）による定額法により按分した
額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

　　　ハ．小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退
職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡
便法を採用しております。

　　⑤　重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。なお、在外連結子会社等の資産及び負債は、各社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び
非支配株主持分に含めて計上しております。
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⑥　重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法　　　　ヘッジ要件を満たす為替予約取引、通貨オプションについては繰延ヘッジ

処理を採用することとしており、金利スワップのうち特例処理の要件を満
たしているものは、特例処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取引 外貨建買掛金、外貨建予定仕入
通貨オプション 外貨建買掛金
金利スワップ 借入金

ハ．ヘッジ方針　　　　　　　主として当社の内部規程であります「市場リスク管理規程」に基づき、為
替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。

ニ．ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時
及びその後も継続して、為替相場の変動を完全に相殺するものと想定する
ことができるため、あるいは、取引すべてが将来の購入予定に基づくもの
であり、実行の可能性が極めて高いため、有効性があると判定しておりま
す。
また、ヘッジ手段の想定元本等とヘッジ対象の元本等が一致しており、金
利スワップの特例処理の要件に該当すると判定されるものについては、当
該判定をもって有効性の判定に代えております。

⑦　のれんの償却方法及び償却期間
　　のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。
⑧　その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方

消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。
⑸　追加情報
　　　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等
の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以降に開始
する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及
び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の31.6％から平成28年４月１日に開始する連結
会計年度及び平成29年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については
30.2％に、平成30年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、
30.0％となります。
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この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が72百万円、退職給
付に係る調整累計額が11百万円、繰延ヘッジ損益が０百万円それぞれ減少し、法人税等調整額が101百万
円、その他有価証券評価差額金が40百万円それぞれ増加しております。また、再評価に係る繰延税金負債
は119百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」
という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結
会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。
以下「事業分離等会計基準」という。）等を、当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会
社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結
会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業
結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計
年度の連結計算書類に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株
主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。
　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(４)、連結会計基準第44－５項(４)
及び事業分離等会計基準第57－４項(４)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点
から将来にわたって適用しております。
　なお、当連結会計年度において、連結計算書類に与える影響額は軽微であります。

３．追加情報に関する注記
（役員向け株式報酬制度）

当社は、当社の取締役（社外取締役を除く。）及び当社と委任契約を締結している執行役員（以下「取締
役等」という。）に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。

⑴　取引の概要
当社は、取締役等を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的

として、平成27年８月17日に株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入いたしました。
本制度では、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託（以下「ＢＩＰ信託」という。）と称される

仕組みを採用しております。ＢＩＰ信託とは、米国の業績連動型株式報酬（Performance Share）制度及び
譲渡制限付株式報酬（Restricted Stock）制度を参考にした役員に対するインセンティブ・プランであり、
ＢＩＰ信託が取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を役位や業績目標の達成度等に応じ
て、原則として取締役等の退任時に交付及び給付するものであります。

なお、信託内にある当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使し
ないものとしております。
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⑵　信託に残存する自社の株式
信託に残存する自社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自

己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度130百万円、
244,500株であります。

４．連結貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 70,313百万円
⑵　保証債務
　　関係会社の金融機関からの借入金に対し次のとおり保証を行っております。

ピエルブルグ・ミクニ・ポンプ・テクノロジー（上海）
有限公司

28百万円

エバスペヒャー　ミクニ　クライメット　コントロール
システムズ株式会社

110百万円

計 138百万円
⑶　担保提供資産

担保資産の内容及びその金額
受取手形及び売掛金 1,986百万円
たな卸資産 1,513百万円
有形固定資産 10,577百万円
投資有価証券 2,236百万円

担保に係る債務の金額
短期借入金 1,327百万円
１年内返済予定長期借入金 320百万円
長期借入金 586百万円

⑷　当社が「土地再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地再評価に関する法
律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）に基づき、有形固定資産の事業用の土地の再評価を
行い、当該評価差額のうち税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控
除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地

価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額に、
合理的な調整を行って計算しております。

・再評価を行った年月日 平成12年３月31日
・再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額 △3,727百万円
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⑸　コミットメントライン契約（特定融資枠契約）
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行10行とコミットメントライン契約（特定融資枠契

約）を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
コミットメントラインの総額 6,200百万円
借入実行残高 －百万円

差引額 6,200百万円
なお、この契約には以下の財務制限条項がついており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき該当

する借入金を一括返済することがあります。
　①　各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産額を、前年度比75％以上に維持する

こと。
　②　各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産額を、前年度比75％以上に維持する

こと。
５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

⑴　発行済株式の総数に関する事項
（単位：千株）

当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数
普 通 株 式 34,049 ― ― 34,049
⑵　自己株式の数に関する事項

（単位：千株）
当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 181 245 ― 426
（注）１．上記自己株式には、「役員報酬BIP信託」の信託口が保有する自己株式を含めております。
　　　２．普通株式の自己株式の増加245千株は、「役員報酬BIP信託」による自社の株式の取得244千株、

　　単元未満株式の買取1千株によるものであります。
⑶　剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額
　平成27年６月26日開催の第93回定時株主総会決議による配当に関する事項
　・配当金の総額　　　　　338百万円
　・１株当たり配当額　　　10円
　・基　準　日　　　　　　平成27年 3 月31日
　・効力発生日　　　　　　平成27年 6 月29日
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　平成27年10月26日開催の取締役会決議による配当に関する事項
　・配当金の総額　　　　　169百万円
　・１株当たり配当額　　　5円
　・基　準　日　　　　　　平成27年 9 月30日

　　・効力発生日　　　　　　平成27年 12 月7日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
平成28年６月28日開催予定の第94回定時株主総会において次のとおり、決議を予定しております。
・配当金の総額　　　　　338百万円
・１株当たり配当額　　　10円
・基　準　日　　　　　　平成28年 3 月31日
・効力発生日　　　　　　平成28年 6 月29日

６．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的
な余資は主に安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しておりま
す。デリバティブ取引は、将来の為替・金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行
わない方針であります。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金、並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
また、外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約等を利用
してヘッジしております。
　投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
　営業債務である支払手形及び買掛金のうち、外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されてお
りますが、原則として先物為替予約等を利用してヘッジしております。
　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資
金調達であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利
スワップ取引）を利用してヘッジしております。なお、当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、コ
ミットメントライン契約（特定融資枠契約）を締結しておりますが、この契約には財務制限条項がついて
おり、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき該当する借入金を一括返済することがあります。
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　デリバティブ取引は、外貨建の営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物
為替予約取引等及び借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引で
あります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法
等については、前述の「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　（4）会計方針に関する
事項　⑥重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
③　金融商品に係るリスク管理体制
・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、与信管理規程に従い、営業債権及び貸付金について、各事業部門が主要な取引先の状況を定
期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、各社の社内規程に従い、同様の管
理を行っております。
　デリバティブ取引については、取引相手先を信用度の高い金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。

・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当グループは、外貨建の営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、
原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。また、当社は、借入金に係る支払金利の変動
リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
　デリバティブ取引については、財務担当部門が執行・管理しており、取引権限及び取引限度額につい
て内規に従い、取引の都度決裁担当者の承認を得て行っております。

・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
　当グループは、各社が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流
動性リスクを管理しています。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は
計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありませ
ん。

－ 35 －
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
　平成28年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

(単位：百万円)
連結貸借対照表

計上額 時価 差額

⑴現金及び預金 5,671 5,671 ―

⑵受取手形及び売掛金 18,202 18,202 ―

⑶電子記録債権 943 943 ―

⑷投資有価証券
　　　その他有価証券 4,422 4,422 ―

資産計 29,239 29,239 ―

⑴支払手形及び買掛金 11,380 11,380 ―

⑵短期借入金 15,004 15,004 ―

⑶１年内返済予定長期借入金 3,819 3,923 103

⑷未払金及び未払費用 3,581 3,581 ―

⑸未払法人税等 167 167 ―

⑹長期借入金 10,777 10,741 △36

負債計 44,730 44,798 67

デリバティブ取引(＊) 39 39 ―
(＊)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については、( )で表示しております。
（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

　　　資産
⑴現金及び預金、⑵受取手形及び売掛金、⑶電子記録債権
　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
⑷投資有価証券
　これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。

－ 36 －
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　負債
⑴支払手形及び買掛金、⑵短期借入金、⑷未払金及び未払費用、⑸未払法人税等
　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
⑶１年内返済予定長期借入金、⑹長期借入金
　長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で
割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の
対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った
場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。
　デリバティブ取引
　デリバティブ取引の時価については、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しており
ます。なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として
処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

（注2）非上場株式(連結貸借対照表計上額35百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産⑷投資有価証券
その他有価証券」には含めておりません。

７．賃貸等不動産に関する注記
⑴　賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の連結子会社では、東京都、静岡県、埼玉県及び海外において、賃貸オフィスビル、賃貸保
養施設及び賃貸商業施設等(土地を含む)を所有しております。

⑵　賃貸等不動産時価等に関する事項
(単位：百万円)

連結貸借対照表計上額 時価

1,328 1,660
（注1）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
（注2）当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であ

ります。

－ 37 －
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８．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たりの純資産額 789円18銭
⑵　１株当たりの当期純利益 37円67銭

９．重要な後発事象に関する注記
　当社は、平成28年４月１日に退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行したことにより、「退
職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第１号　平成14年１月31日)及び「退職給
付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第２号　平成14年３月29日、平成19年
２月７日改正)を適用し、確定拠出年金制度への移行部分について退職給付制度の一部終了の処理を行います。
　これにより、翌連結会計年度において、171百万円の特別利益が発生する見込みであります。

－ 38 －
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貸　借　対　照　表
（平成28年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ） （ 負 　 債 　 の 　 部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
リ ー ス 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

21,381
957
283
388

11,790
4,787
1,052

150
25

281
645
842
342

△166
42,420
21,064

5,709
236

2,125
16

392
10,793

523
1,267

240
197

2
40

21,115
4,455
9,901
5,665

118
78

552
544

△200

流 動 負 債 27,707
支 払 手 形 1,306
買 掛 金 6,773
短 期 借 入 金 11,768
１年内返済予定長期借入金 3,339
リ ー ス 債 務 295
未 払 金 585
未 払 法 人 税 等 63
未 払 費 用 1,221
前 受 金 17
預 り 金 93
賞 与 引 当 金 1,217
製 品 保 証 引 当 金 878
そ の 他 148

固 定 負 債 17,461
長 期 借 入 金 9,965
リ ー ス 債 務 272
再評価に係る繰延税金負債 2,258
退 職 給 付 引 当 金 4,465
役員報酬BIP信託引当金 15
資 産 除 去 債 務 5
そ の 他 477

負 債 合 計 45,168
（ 純  資  産  の  部 ）

株 主 資 本 11,555
資 本 金 2,215
資 本 剰 余 金 1,700

資 本 準 備 金 1,700
利 益 剰 余 金 7,825

利 益 準 備 金 598
そ の 他 利 益 剰 余 金 7,227

固 定 資 産 圧 縮 記 帳 積 立 金 3
特 別 償 却 準 備 金 4
繰 越 利 益 剰 余 金 7,219

自 己 株 式 △186
評 価 ・ 換 算 差 額 等 7,078

その他有価証券評価差額金 1,806
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △1
土 地 再 評 価 差 額 金 5,273
純 資 産 合 計 18,633

資 産 合 計 63,802 負 債 及 び 純 資 産 合 計 63,802

－ 39 －
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損　益　計　算　書
(平成27年 4 月 1 日から)平成28年 3 月31日まで

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 69,039
売 上 原 価 62,731

売 上 総 利 益 6,308
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,845

営 業 利 益 462
営 業 外 収 益 1,151

受 取 利 息 ・ 配 当 金 928
賃 貸 収 入 171
そ の 他 52

営 業 外 費 用 380
支 払 利 息 191
為 替 差 損 51
そ の 他 137
経 常 利 益 1,233

特 別 利 益 106
固 定 資 産 売 却 益 1
投 資 有 価 証 券 売 却 益 105

特 別 損 失 823
固 定 資 産 売 却 等 損 失 14
製 品 保 証 引 当 金 繰 入 額 802
そ の 他 5

税 引 前 当 期 純 利 益 516
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 264
法 人 税 等 調 整 額 △347
当 期 純 利 益 600

－ 40 －
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株主資本等変動計算書
(平成27年 4 月 1 日から)平成28年 3 月31日まで

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計 利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金

利益剰余
金 合 計固定資産

圧縮記帳
積 立 金

特別償却
準 備 金

繰越利益
剰 余 金

平成27年４月１日
期 首 残 高 2,215 1,700 1,700 598 4 10 7,120 7,733 △54 11,594

事業年度中の変動額
固定資産圧縮記
帳積立金の取崩 △0 0 － －

特別償却準備金の取崩 △6 6 － －
剰 余 金 の 配 当 △508 △508 △508
当 期 純 利 益 600 600 600
自己株式の取得 － △131 △131
株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額(純 額)

事業年度中の変動額合計 － － － － △0 △6 99 92 △131 △39
平成28年３月31日
期 末 残 高 2,215 1,700 1,700 598 3 4 7,219 7,825 △186 11,555

評 価 ・ 換 算 差 額 等 純 資 産 合 計その他有価証券評価差額金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 土 地 再 評 価 差 額 金 評価・換算差額等合計
平成27年４月１日
期 首 残 高 2,564 9 5,154 7,728 19,322

事業年度中の変動額
固定資産圧縮記
帳積立金の取崩 －

特別償却準備金の取崩 －
剰 余 金 の 配 当 △508
当 期 純 利 益 600
自己株式の取得 △131
株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額(純 額)

△758 △11 119 △650 △650

事業年度中の変動額合計 △758 △11 119 △650 △689
平成28年３月31日
期 末 残 高 1,806 △1 5,273 7,078 18,633

－ 41 －
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
①　子会社株式及び関連会社株式は、移動平均法に基づく原価法を採用しております。
②　その他有価証券は、時価のあるものは、決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないものは、移動平均法に基づく原価法を採用しております。

⑵　デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法によっております。但し、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については時価評価せず、そ

の金銭の受払の純額等を当該資産又は負債に係る利息に加減して処理しております。
⑶　たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品、仕掛品、原材料は総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り
下げの方法により算定）、貯蔵品は最終仕入原価法による原価法を採用しております。

⑷　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産………………

（リース資産を除く）
建物は定額法を、建物以外は定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15～50年
機械及び装置 ９～13年

また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額
まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。

②　無形固定資産………………定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社
　（リース資産を除く）　　　内における利用可能期間（５年）に基づいております。
③　リース資産…………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

⑸　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。
⑹　引当金の計上基準

①　貸倒引当金…………………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金…………………従業員等に支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準に基づき計上
しております。

③　製品保証引当金……………得意先との補償契約に基づく製品の将来の補償費用の支出に備えるため、当
事業年度の発生状況と過去の実績等を考慮した金額を計上しております。

－ 42 －
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④　退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（主に15年）による定額法により費用処理しており
ます。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（主に15年）による定額法により按分した額を、それ
ぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

　　⑤　役員報酬BIP信託引当金･…役員への株式交付に充てるため、将来の株式交付見込数に基づき見積額を計
上しております。

⑺　ヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法

ヘッジ要件を満たす為替予約取引、通貨オプションについては繰延ヘッジ処理を採用することとしてお
り、金利スワップのうち特例処理の要件を満たしているものは、特例処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取引 外貨建買掛金、外貨建予定仕入
通貨オプション 外貨建買掛金
金利スワップ 借入金

　　③　ヘッジ方針
当社の内部規程であります「市場リスク管理規程」に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘ

ッジしております。
④　ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して、為替
相場の変動を完全に相殺するものと想定することができるため、あるいは、取引すべてが将来の購入予定
に基づくものであり、実行の可能性が極めて高いため、有効性があると判定しております。

また、ヘッジ手段の想定元本等とヘッジ対象の元本等が一致しており、金利スワップ等の特例処理の要
件に該当すると判定されるものについては、当該判定をもって有効性の判定に代えております。

⑻　退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用は、連結計算書類におけるこれらの会計
処理の方法と異なっております。
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⑼　消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費

税は、当事業年度の費用として処理しております。
２．会計方針の変更に関する注記

（企業結合に関する会計基準等の適用）
　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」と
いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離
等会計基準」という。）等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上す
る方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処
理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の計算書類に反映させる方法に変
更しております。
　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(４)及び事業分離等会計基準第57
－４項(４)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しており
ます。
　なお、当事業年度において、計算書類に与える影響額はありません。

３．追加情報に関する注記
（役員向け株式報酬制度）

取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結注記表の「３．追加情
報に関する注記」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

４．貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 49,978百万円
⑵　関係会社に対する金銭債権

短期金銭債権 2,826百万円
長期金銭債権 123百万円

⑶　関係会社に対する金銭債務
短期金銭債務 2,992百万円

－ 44 －

個別注記表



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

計
算
書
類

2016/05/26 13:46:22 / 15174686_株式会社ミクニ_招集通知（Ｃ）

⑷　保証債務
関係会社の金融機関からの借入金に対し次のとおり保証を行っております。
浙江三国精密機電有限公司 791百万円
上海三国精密機械有限公司 524百万円
ミクニ　アメリカン　コーポレーション 767百万円
ピーティー　ミクニ　インドネシア 227百万円
ミクニ　インディア　プライベート　リミテッド 818百万円
ピエルブルグ・ミクニ・ポンプ・テクノロジー（上海）
有限公司

28百万円

エバスぺヒャー　ミクニ　クライメット　コントロール
システムズ株式会社

110百万円

計 3,268百万円
⑸　担保提供資産

担保資産の内容及びその金額
有形固定資産 10,577百万円
投資有価証券 2,236百万円

担保に係る債務の金額
短期借入金 905百万円
１年内返済予定長期借入金 320百万円
長期借入金 586百万円

⑹　「土地再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地再評価に関する法律の一
部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）に基づき、有形固定資産の事業用の土地の再評価を行い、
当該評価差額のうち税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した
金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地

価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額に、
合理的な調整を行って計算しております。

・再評価を行った年月日 平成12年３月31日
・再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額 △3,727百万円
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⑺　コミットメントライン契約（特定融資枠契約）
当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行10行とコミットメントライン契約（特定融資枠契

約）を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

コミットメントラインの総額 6,200百万円
借入実行残高 －百万円

差引額 6,200百万円
なお、この契約には以下の財務制限条項がついており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき該当

する借入金を一括返済することがあります。
　①　各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産額を、前年度比75％以上に維持する

こと。
　②　各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産額を、前年度比75％以上に維持する

こと。
５．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高の総額
営業取引による取引高の総額

売上高 8,418百万円
仕入高 26,278百万円

営業取引以外の取引による取引高の総額 1,099百万円
６．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普 通 株 式 181 245 ― 426

（注）１．上記自己株式には、「役員報酬BIP信託」の信託口が保有する自己株式を含めております。
　　　２．普通株式の自己株式の増加245千株は、「役員報酬BIP信託」による自社の株式の取得244千株、

　　単元未満株式の買取1千株によるものであります。

－ 46 －

個別注記表



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

計
算
書
類

2016/05/26 13:46:22 / 15174686_株式会社ミクニ_招集通知（Ｃ）

７．税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
関係会社株式評価損 312百万円
退職給付引当金 1,341百万円
未払役員退職慰労金 122百万円
賞与引当金 367百万円
一括償却資産償却超過額
関係会社出資金評価損
貸倒引当金超過額

33百万円
170百万円
110百万円

繰延ヘッジ損益 0百万円
減損損失 275百万円
繰越欠損金 340百万円
その他 525百万円

小計 3,599百万円
評価性引当額 △1,427百万円

繰延税金資産合計 2,172百万円
繰延税金負債

特別償却準備金 △1百万円
固定資産圧縮記帳積立金 △1百万円
その他有価証券評価差額金 △773百万円
その他 △0百万円

繰延税金負債合計 △778百万円
繰延税金資産の純額 1,394百万円
再評価に係る繰延税金負債 △2,258百万円

⑵　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の

法律（平成28年法律第13号）」が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以降に開始する
事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金
負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の31.6％から平成28年４月１日に開始する事業年度及び平成
29年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.2％に、平成30年４月１日
に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.0％となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が67百万円、繰延ヘッ
ジ損益が０百万円それぞれ減少し、法人税等調整額が108百万円、その他有価証券評価差額金が４０百万円
それぞれ増加しております。また、再評価に係る繰延税金負債は119百万円減少し、土地再評価差額金が同
額増加しております。
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８．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等 （単位：百万円）

属性 会 社 等 の 名 称 議 決 権 の 所 有
( 被 所 有 ) 割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取引金額

(注4) 科 目 期末残高

子会社 ミクニ　アメリカン
コーポレーション

直接所有
99.03％

商 品 の 仕 入
製 品 等 の 販 売
役 員 の 兼 任

仕 入 高 ( 注 1 )

売 上 高 ( 注 2 )

債務の保証 (注3 )

20,567

2,326

767

買 掛 金

売 掛 金

―

1,030

304

―

子会社
ミクニ　インディア
プライベート　リミ
テッド

直接所有
100.00％

間接所有
0.00％

製 品 等 の 販 売
役 員 の 兼 任

売 上 高 ( 注 2 )

債務の保証（注3)

447

818

売 掛 金

―

278

―

子会社 ミクニ　パーテック
株式会社

直接所有
100.00％ 製 品 等 の 仕 入 仕 入 高 ( 注 1 ) 2,626 買 掛 金 901

子会社 上海三国精密機械有
限公司

直接所有
90.15％

製 品 等 の 仕 入
製 品 等 の 販 売 債務の保証 (注3 ) 524 ― ―

子会社 浙江三国精密機電有
限公司

直接所有
100.00％

製 品 等 の 仕 入
製 品 等 の 販 売 債務の保証 (注3 ) 791 ― ―

子会社 ピーティー　ミクニ
インドネシア

直接所有
80.00％

間接所有
16.43％

製 品 等 の 仕 入
製 品 等 の 販 売
役 員 の 兼 任

債務の保証 (注3 ) 227 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1)　市場価格を勘案して毎期価格交渉の上、一般取引条件と同様に決定しております。
（注2)　市場価格、総原価を勘案して、当社希望価格を提示し、毎期価格交渉の上、一般取引条件と同様に

決定しております。
（注3)　子会社の行っている金融機関からの借入に対して債務保証を行ったものであり、保証料は一般取引

条件と同様に決定しております。
（注4)　上記の金額には消費税等が含まれておりません。

９．１株当たり情報に関する注記
(1)　１株当たりの純資産額 554円19銭
(2)　１株当たりの当期純利益 17円80銭

10．重要な後発事象に関する注記
　当社は、平成28年４月１日に退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行したことにより、「退
職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第１号　平成14年１月31日)及び「退職給
付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第２号　平成14年３月29日、平成19年
２月７日改正)を適用し、確定拠出年金制度への移行部分について退職給付制度の一部終了の処理を行います。
　これにより、翌事業年度において、171百万円の特別利益が発生する見込みであります。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成28年５月10日

株 式 会 社 　 ミ ク ニ
取 締 役 会 　 御 中

監 査 法 人 日 本 橋 事 務 所
指 定 社 員
業務執行社員公認会計士 小 倉 　 明 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員公認会計士 千 葉 茂 寛 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ミクニの平成27年4月1日から平成28
年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意

見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて
合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会
計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の
表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、株式会社ミクニ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成28年５月10日

株 式 会 社 　 ミ ク ニ
取 締 役 会 　 御 中

監 査 法 人 日 本 橋 事 務 所
指 定 社 員
業務執行社員公認会計士 小 倉 　 明 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員公認会計士 千 葉 茂 寛 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ミクニの平成27年4月1日から平
成28年3月31日までの第94期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及び

その附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明

細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監
査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施
することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性につ
いて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。当監査法
人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年3月31日までの第94期事業年度の取締役の職務

の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ
いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。
⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整
備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために
必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締
役、内部監査部門及びその他の使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及
び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。

会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討いたしました。
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい
ても、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人日本橋事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人監査法人日本橋事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
平成28年５月11日

株 式 会 社 ミ ク ニ 　 監 査 役 会

常勤監査役 森 田 　 一 ㊞
常勤監査役
(社外監査役) 津 村 和 孝 ㊞

監 査 役
(社外監査役) 宮 島 　 司 ㊞

監 査 役
(社外監査役) 山 内 純 子 ㊞

以　上

－ 52 －

監査役会の監査報告



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2016/05/26 13:46:22 / 15174686_株式会社ミクニ_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
当社の利益配分に関する基本方針は、業績及びその時点での経営状況に応じた成果の配分を行うこ

ととしております。
当期の業績は、前期と比べまして、新興国市場、中国経済の減速などにより、主力の自動車関連品

事業が低調に推移したことを主要因に減収減益となりました。また財政状態につきましては、将来の
成長のための戦略的投資を継続して行いました。

このような経営環境において、当期の業績及び財政状態、株主様への還元などを総合的に検討いた
しました結果、当期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類
金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金10円といたしたいと存じます。
また、この場合の配当総額は、338,671,950円となります。
なお、中間（記念）配当金を含めました当期の年間配当金は、当社普通株式１株につき

金15円となります。
③　剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年６月29日といたしたいと存じます。

－ 53 －
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第２号議案　取締役２名選任の件
経営体制の強化を図るため取締役２名を増員することとし、取締役２名の選任をお願いいたしたい

と存じます。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任
期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。
候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

１

す ず

鈴
き

木
た か

孝
お

男
（昭和19年

3月25日 ）

昭和42年 4 月 通商産業省（現 経済産業省）入省

－株

昭和63年 6 月 同機械情報産業局自動車課長
平成 7 年 6 月 同環境立地局長
平成10年 7 月 社団法人日本自動車工業会副会長兼専務

理事
平成20年 7 月 三菱ふそうトラック・バス株式会社

取締役副会長
平成21年 3 月 同取締役会長
平成27年 4 月 同取締役相談役
平成28年 3 月 同相談役

現在に至る

２

や ま

山
だ

田
ひ で

秀
お

雄
（昭和27年

1月23日 ）

昭和59年 ４月 弁護士登録（第二東京弁護士会）

－株

平成 ４年 ４月 山田秀雄法律事務所開設
平成17年 １月 山田・尾﨑法律事務所（名称変更）

現在に至る
平成19年 6 月 当社社外監査役
平成26年 4 月 第二東京弁護士会会長
平成26年 4 月 日本弁護士連合会副会長
　（重要な兼職の状況）
太洋化学工業株式会社　社外監査役、ライオン株式会社　
社外取締役、ヒューリック株式会社　社外取締役、　　　
サトーホールディングス株式会社　社外取締役

（注）１．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．鈴木孝男氏及び山田秀雄氏は、新任の社外取締役候補者であります。
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３．社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
⑴　社外取締役候補者の選任理由及び社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断す

る理由について
　鈴木孝男氏を社外取締役候補者とした理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を当社の
経営に反映していただくため社外取締役として選任をお願いするものであります。
　山田秀雄氏を社外取締役候補者とした理由は、法律の専門家として、その知見や経験等を当社の経
営に活かしていただきたいためであります。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会
社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂
行いただけるものと判断しております。

⑵　社外取締役候補者 鈴木孝男氏は、現在及び過去５年間に当社又は当社の特定関係事業者（会社法施
行規則第２条第３項第19号の規定）の業務執行者（同規則同条同項第６号の規定）又は役員となって
はおりません。また、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権
利義務承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

⑶　社外取締役候補者 山田秀雄氏は、過去に当社の非業務執行の役員でありました。
⑷　社外取締役候補者は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定は

なく、また、過去２年間に受けていたこともありません。
⑸　社外取締役候補者は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内

の親族その他これに準ずる者ではありません。
⑹　社外取締役との責任限定契約について

当社は、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるように、社外取締役との間で会社法
第427条第１項の規定に基づき、現行定款第28条において同法第423条第１項の賠償責任を限定する
契約を締結できる旨を定めております。社外取締役候補者 鈴木孝男氏及び山田秀雄氏の選任が承認
された場合、各氏との当該契約を締結する予定であります。

その責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。

「社外取締役の当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金１百万円以上であらかじめ定めた額又は
法令が規定する額のいずれか高い額とする。」

⑺　社外取締役候補者鈴木孝男氏及び山田秀雄氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基
づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以　上
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定時株主総会会場ご案内図

東京都千代田区外神田六丁目13番11号
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・東京メトロ銀座線末広町駅より徒歩２分
・東京メトロ千代田線湯島駅より徒歩７分
・JR秋葉原駅（電気街口）、つくばエクスプレス秋葉原駅（A3出口）より徒歩10分

※駐車場の設備がありませんので、お車・オートバイ・自転車でのご来場はご遠慮ください。
　　　※株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
　　　　何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図




